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議  事  日  程 

 

開  議  

日程第１ 議席の指定 

日程第２ 会議録署名議員の指名 

日程第３ 会期の決定 

日程第４ 一般質問   

日程第５ 報第 １ 号 令和６年度置賜広域行政事務組合一般会計継続費精算報告書

の報告について 

日程第６ 認第 １ 号 令和６年度置賜広域行政事務組合一般会計歳入歳出決算 

日程第７ 認第 ２ 号 令和６年度置賜広域行政事務組合消防特別会計歳入歳出決算 

日程第８ 議第１８号 交通事故に基づき生じた損害賠償の額の決定及び和解につい

て 

日程第９ 議第１９号 置賜広域行政事務組合火災予防条例の一部改正について 

日程第 10 議第２０号 令和７年度置賜広域行政事務組合一般会計補正予算（第２号） 

日程第 11 議第２１号 令和７年度置賜広域行政事務組合消防特別会計補正予算（第

１号） 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

  午後２時５８分 開会・開議 

 

○安部春美議長 本日の会議に欠席通告の議員は、ございません。 

よって、ただいまの出席議員は２４名であります。 

去る１１月６日招集告示されました、令和７年１１月置賜広域行政事務組合議会定例

会は、ここに成立いたしました。 

ただいまから、令和７年１１月置賜広域行政事務組合議会定例会を開会いたします。

直ちに本日の会議を開きます。 

このたび、高畠町議会選出議員の交代選任がありましたので、この際、議事の進行上、

仮議席を指定いたします。 

このたび、交代選任された方の仮議席は、ただいま着席の議席といたします。 

本日の会議は、お手元に配付の議事日程により進めます。 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

日程第１ 議席の指定 

 

○安部春美議長 日程第１、議席の指定についてでありますが、高畠町議会選出議員の交

代選任による議席の指定であります。 

会議規則第４条第２項の規定により指定いたします。 

１０番 関 陽介 議員 
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１１番 秋葉 晶子 議員 

１２番 平   誠 議員 

以上であります。 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

日程第２ 会議録署名議員の指名 

 

○安部春美議長 日程第２、会議録署名議員の指名についてでありますが、会議規則第 

８８条の規定により指名いたします。 

４番 内谷 邦彦 議員 

１７番 金田  悟 議員 

２０番 松山 和好 議員 

以上３名の方にお願いいたします。 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

日程第３ 会期の決定 

 

○安部春美議長 次に、日程第３、会期の決定を議題といたします。 

お諮りいたします。 

本定例会の会期を、本日１日間と定めたいと存じますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○安部春美議長 御異議なしと認めます。 

 よって、本定例会の会期は本日１日間と決定いたしました。 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

 午後３時５分 休  憩 

 

○安部春美議長 ここで、暫時休憩いたします。 

〔２１番 髙橋 勝議員 質問席に移動〕 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

午後３時６分 開  議 

 

○安部春美議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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日程第４ 一般質問 

  

○安部春美議長 日程第４、一般質問を行います。 

発言を許可いたします。 

２１番、髙橋 勝議員。 

〔２１番 髙橋 勝議員 登壇〕 

○２１番（髙橋勝議員）議席番号２１番髙橋勝です。私からは、置賜地域消防通信指令セ 

ンターの次は、本体の一本化、広域化推進会議の設置を提案と題して一般質問させてい 

ただきます。 

令和４年８月３日、我が町は、線状降水帯の発生による豪雨災害に見舞われました。

私の自宅は床上浸水となり、自宅裏にあるトマト栽培用ハウスには、当時の水位１５０

センチを物語る痕跡が今でもあります。当時は、夕方から急速に水位が上がり、そのと

き近所に住む歩行困難者を救出していただいたのが西置賜行政組合の消防隊でした。 

温暖化による台風の大型化、線状降水帯による広域にわたる豪雨水害、また地震国日

本において、消防救急体制の充実は、地域住民の多くが願うところであります。 

そこで今回は、消防救急体制の充実、具体的には、広域化と消防庁舎建て替えについ

て伺います。 

総務省消防庁のホームページには、消防救急の広域化のメリットとして次の３点が規 

定されています。（１）初動体制の充実による住民サービスの向上、広域化で消防本部の 

規模が大きくなり、消防本部全体が保有する車両が増えることから、初動時や第２次以 

降の出動体制が充実するとともに、統一的な指揮のもと、迅速で効果的な災害対応が可 

能になる。（２）人員配置の効率化及び現場体制の充実、総務部門や通信指令部門の効率 

化を図り、人員を消火や救急部門に再配置することにより、不足している現場体制の強 

化が可能になる。また、予防部門や救急部門の担当職員の専任化を進めることにより、 

質の高い消防サービスの提供が可能になる。（３）消防体制の基盤強化、財政規模の拡大 

による効率化により、小規模な消防本部では整備が困難であったはしご自動車、救助工 

作車の計画的な整備が可能になる。また、職員数は増加することから、人事ローテーシ 

ョンの設定、職務経験不足の解消、各種研修会への職員派遣など、組織管理の観点から 

も多くのメリットが期待できるその一方で課題も考えられます。①財政負担の増大、市 

町村の財政負担が増大する可能性がある。②職員給与手当の調整、他本部との給与や手 

当の調整が困難な場合があるなどです。具体的には、現在の幹部割合を見ても、置賜で 

は４％であり、西置賜では１１．８％となっていることから、人員配置も含めた機構改 

革が必要になってきます。 

以上のようなメリットや課題を整理し、通信指令が一本に統一された今、次は消防本

部の広域化を実現するために、仮称置賜消防救急広域化推進会議の設置を提案します。

この推進会議には、理事に代表議員を１名加えるとともに、消防庁の消防広域化推進ア

ドバイザー派遣制度を活用するのはどうでしょうか。 

また、１０月に管内施設の現地視察が実施されましたが、消防庁舎、米沢消防署、川

西消防署の耐震化や老朽化から、今後女性隊員を迎えるには、現施設の改善は必要と感

じました。そのためには、基金の積立て、国の交付金の活用が必須でありますが、近い

将来迎えることになる消防庁舎建て替えについて、現段階での計画と考えをお聞かせく
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ださい。 

以上、壇上からの質問とさせていただきます。 

○安部春美議長 ただいまの質問に対し答弁を求めます。近藤理事長。 

○近藤洋介理事長 髙橋勝議員の御質問にお答えをいたします。 

はじめに、本消防本部は平成２４年度に、米沢市、南陽市、高畠町及び川西町の消防

本部を一本化し、広域消防として発足をいたしました。組織の効率化による人員削減や、

出動体制の強化を図ることにより、財政負担の削減はもとより、住民のさらなる安全安

心に寄与することができ、一定の効果を上げていると考えております。 

また、東南置賜２市２町消防広域化を行う前段には、置賜３市５町の消防広域化につ

いて検討した経緯もございます。当時の協議としては、西置賜１市３町は、西置賜行政

組合が広域的な消防業務を展開していたこともあり、当面の間は、東置賜２市２町によ

り広域化を推進することとしましたが、将来的な置賜３市５町による消防広域化の必要

性と重要性については認識を共有したところであります。 

御質問の１点目、通信指令業務に続く置賜３市５町の消防業務の広域化、一本化につ

いてでありますが、１０月２０日に開催された理事会において、西置賜地区の理事者か

ら、置賜地域の消防広域化について推進してほしいとの要望があり、理事会では、期限

を設けた上で、その可能性について検討するとしたところであります。本格的な協議は

これからとなりますが、検討体制やスケジュールにつきましては、本組合議会の皆様に

も御理解をいただけるよう、丁寧な説明を行いながら進めてまいりたいと考えておりま

す。 

次に、２点目の消防庁舎の建て替えについてでありますが、本組合で策定している消 

防１０か年整備計画において、消防本部、米沢消防署は令和９年度からの４か年事業で、

川西消防署は令和１２年度からの３か年事業で推進するものとしているところでござい

ます。しかしながら、先ほど申し上げました置賜３市５町による消防広域化を行うとな

った場合、組織再編や職員数の増加など、それを加味した建設規模にする必要があると

想定されることから、一体的に検討調整を図りながら進めていく必要があるものと考え

ております。 

いずれにしても、議員の御指摘のとおり、災害が大規模化・頻発化している中、また、

各自治体の厳しい財政状況が続く中で、広域化により消防力が弱体化するような事態は

避けなければなりません。何よりも消防力の維持強化に資するために、何がベストかと

いう視点が最重要であると考えております。 

○安部春美議長 髙橋勝議員。 

○２１番（髙橋勝議員）それでは、再度質問させていただきます。 

ただいま理事長から答弁いただきましたが、もう少し深掘りさせていただきたいと思

っております。 

まずは、庁舎に関してですが、ただいま報告がありましたとおり、個別施設計画には

年次が表記されており、今後進められるということは了解しました。その中で、理事長

からもありましたとおり、施設を建設することについて、広域化をセットにして無駄の

ない庁舎建設を進めていく必要があると思っているのが１点目です。 

２点目として、財政計画がない計画は、絵にかいたもちになってしまう可能性があり

ます。想定されるのは国の補助金や起債になると思いますが、財政部分を含めてお聞か
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せ願います。 

○安部春美議長 勝見警防課長。 

〇勝見善之警防課長 ただいまの質問にお答えいたします。はじめに、どのような設備か

という質問でございますが、設備等に関しては、天災による被害においても、庁舎機能

を維持する非常用自家発電設備、高所救助や山岳救助等の複合的な訓練が実施できる多

機能型訓練等など、必要とされる付加設備の検討、さらに、来庁者に優しいバリアフリ

ー化、省エネルギー化及び自然エネルギーの活用など、ライフサイクルにおけるＣＯ2

排出量の削減及びランニングコストの低減に向け、現在検討しているところでございま

す。 

  次に、２点目の財源についてお答えいたします。庁舎建設の財源については、消防 

１０か年整備計画により、消防防災施設整備事業債の活用を見込んでおりますが、さら

に有利な起債等の情報収集を行い、事業費の軽減を図ることとしております。以上とな

ります。 

○安部春美議長 髙橋勝議員。 

○２１番（髙橋勝議員）私が大きな課題と考えているのは、女性消防隊員についてであり

ます。現在、南陽消防署と高畠消防署に２名ずつ配属されておりますが、配属先の庁舎

は、８～９年前に建てられており、女性隊員が勤務できるよう整備されているものと考

えます。現在、消防に限らず担い手が不足している状況のため、今後、消防や救急が、

女性の就職先に選ばれるような職場になる必要があると思います。庁舎建設の際は、ぜ

ひ、そのあたりを配慮しながら建設していただきたいと思っております。 

それでは、今日の本題になります。まずは、先ほど理事長から答弁いただきました件

について、再度質問させていただきます。理事会において、西置賜地区の理事から広域

化について推進してほしいという発言があったということでありますが、どなたが発言

されたのでしょうか。また、西置賜地区の理事の総意としての発言であったという理解

でよろしいでしょうか。まずは、そこをお聞かせください。 

○安部春美議長 須藤消防次長。 

〇須藤俊明消防次長 西置賜地区理事の総意であるという認識をしております。 

○安部春美議長 髙橋勝議員。 

○２１番（髙橋勝議員）総意との認識であるという答弁をいただきました。そこで、広域

化についてですが、検討ではなく推進してほしいという発言をされているということで

す。委員長報告の中で検討することについて報告がありましたが、検討には、やるかや

らないかを検討するということもあると思いますが、推進という発言から、広域化をや

るやらないではなくて、進めてくださいという要望を受けたことになるのではないでし

ょうか。また、検討と推進では、意味合いが大きく違うのではないでしょうか。 

そこで伺います。この要望を受け、委員長報告には、期限を設けた上で可能性を検討

すると記載されておりますが、いつからいつまでを検討期間と考えているのでしょうか。

あわせて、広域化するかしないかの結論を出す検討になるのかお聞かせください。 

○安部春美議長 須藤消防次長。 

〇須藤俊明消防次長 ただいまの質問にお答えいたします。まず初めに検討する期間でご

ざいますが、本組合消防本部では、令和９年度から４年間の計画で、消防本部及び米沢

署庁舎の建設を予定しております。仮に広域化した場合は、庁舎規模の変更も想定され
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ますので、早急に検討を進める必要があると考えております。可能性を検討する期限に

つきましても、今後、構成市町、西置賜行政組合などの関係機関と協議しながら、定め

ていくものと考えておりますので、御理解をいただきたいと思います。 

２点目の検討内容についてですが、広域化をするかしないかということの検討になる

ものでございます。 

○安部春美議長 髙橋勝議員。 

○２１番（髙橋勝議員）やはり一つのポイントになるのが、令和９年度から建設予定の庁

舎があるということがありますので、その時には、置賜一本の形が理想ではないかと。

検討する期限は、建設が始まるまでと思っております。 

検討内容は、するかしないかを検討するというような答弁でしたが、私は、広域化と

は、するかしないかではなく、西置賜地区の理事からの総意として進めて進めてほしい

ということですので、やらないのは基本的に考えられないのではないかと思っておりま

す。やるやらないの検討ではなく、令和９年度の建設に向けて広域化の方向が示される

よう、イエスで進むという形になるのではないかと思っております。再度、考えをお聞

かせください。 

○安部春美議長 近藤理事長。 

〇近藤洋介理事長 大事な話なので私がお答えしたいと思います。先ほど、理事会の話が

ありましたが、長井市の内谷市長が御欠席だったので、内谷市長の意見も踏まえて白鷹

町の佐藤町長からの御発言がございました。ぜひ統合してもらいたいと、こういう御発

言でありました。理事会で、統合についての初めての御意見でありましたので、理事会

の場では、その是非について検討しましょう、その是非について検討というのは、改め

て申し上げると、それはやるということを前提にしての検討ではございません。すなわ

ち、統合した際のメリット、デメリットをきちんと分析しましょうという意味での検討

でございます。 

すなわち、冒頭答弁したように、東置賜が統合する際になりますが、置賜全体を一本

ということを議論した経緯もございます。しかし、その際には、当時の西置賜地区の理

事は、我々はもう統合しているから、それで良いという議論もあったわけです。つまり、

その当時は今とは逆で、西置賜は西置賜でやりますという議論だったと聞いております。 

それから随分時間もたちました。そして、災害の規模も当時と比べ激甚化、頻発化し

ている状況となり災害範囲も広がっています。すなわち、迅速な消防力と考えた場合に、

果たして置賜一本になったとき、東北でも有数の広域消防になるわけですが、激甚化す

る災害に対応するには、装備も当時よりもさらに大きくしなければいけない。 

また、各消防署の配置も当時の想定とは変わっており、場合によっては変更しなけれ

ばいけないかもしれない。また、人員構成も当時と比べて東置賜と西置賜では、年齢構

成も相当変わっている等々、消防力という観点一つ見ても、当時と今では随分状況が変

わっている。したがって、消防体制という面から見ても、しっかりとメリット、デメリ

ットや課題を整理する必要があります。 

２点目としまして、財政の問題でございます。当時と比べて各自治体の財政が、非常

に厳しくなっております。そういうことを考えると、統合した際に、各自治体の配分は

今のままでよいのかということであります。その点についても、白鷹町の佐藤町長から、

明確に西置賜として負担するからやっていただきたい。すなわち、これまで以上に負担
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をするという明確な発言はございませんでした。 

少なくとも、財政負担をどの自治体がどこまで負担できるのかという発言はございま

せんでした。 

そもそも、全体で統合した際、どれだけのお金がかかるのか、まだ明確になっており

ません。この部分もこれから整理しなければいけません。このように様々議論するべき

点が、多岐にわたっておりますので、統合するメリットデメリットをきちんと、冷静に

分析して洗い出しをした上で、検討していきましょうということであります。少なくと

も、消防庁舎を改築するという時間的な制約の中で、結論を出さなければいけないとす

ると、かなり大変な作業になるわけですけど、統合を前提に検討するということではな

く、そのメリットデメリットの課題、その際の財政負担等々、また、国からの支援措置

を含め議論しなければいけないというところで、各理事で確認したということでござい

ます。 

○安部春美議長 髙橋勝議員。 

○２１番（髙橋勝議員）やはり地方は、人口減少の中でいろんな部分で広域化して効率化

を進めなくてはいけない。そのような中で、消防に限らず、我町では水道も広域化を視

野に入れて県と協議に入ったという報告も受けております。やはり、これから財政が厳

しくなる中で、やらなくてはいけない行革として、広域化は含まれると思います。今、

理事長がおっしゃったとおり、多岐に課題があるということですが、先ほど、置賜広域

として平成２４年に統合したとの報告がありましたが、その経験値があるというのは、

大変、大きいことだと思います。その経験値、そして記録もあるわけですので、そこは

本当に大事な宝というか、他にはない経験値があるということで、やはり、この広域化

は先ほど答弁いただきますとおり、庁舎建設までの令和９年度で結論を出すのはかなり

厳しいという話がありましたが、これからの国の流れ、地方の自治体の流れとして、広

域化は外すことはできないと思ってお聞きしたところです。 

その中で、私がもう一つ提案したのが、多岐にわたる分野を検討して決めなくてはい

けないということですので、新たな協議会の設置はどうでしょうか。協議会に理事のほ

か、議会の代表者も加えた新たな協議会の設置が広域化を検討するには必要ではないか

ということで発言させていただきました。この新たな協議会の設置について、答弁いた

だきたいと思います。 

広域化を進めることについては、理事長から統合を前提としていない検討であるとい

う答弁をいただきました。この点は理解しましたので、新たな協議会の設置、理事のほ

かに議員も含めた協議会を、今後検討してはどうかということに対して答弁をいただき

たいと思います。 

○安部春美議長 須藤消防次長。 

〇須藤俊明消防次長 ただいまの御質問にお答えいたします。議員を含めた協議会の設置

についてですが、置賜２市２町の消防広域化の際にも、議会に対しましては中間説明な

どを行い、御相談しながら進めた経過がございます。また、今回の消防広域化に関しま

しては、広域化が想定されます３市５町による置賜広域行政事務組合の議会が既にござ

いますので、その枠組みの中で前回と同様に、御説明や御相談を丁寧に行いながら進め

てまいりたいと考えております。 

○安部春美議長 髙橋勝議員。 
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○２１番（髙橋勝議員）本日、二つ答弁をいただきたいということで質問しましたが、そ

の大部分について理事長にお話をいただきました。今後、広域化は様々な部分で必要に

なってくると感じております。消防広域化については、私も、深く議論する必要がある

と理解しました。今後、様々な場面で途中経過も含めて、第２委員会や全員協議会に報

告いただければと思っております。以上で質問を終了させていただきます。 

 

○安部春美議長 以上で、２１番、髙橋勝議員の一般質問を終了します。 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

午後３時３０分 休  憩 

 

○安部春美議長 暫時休憩いたします。 

〔２１番 髙橋 勝議員 自席に移動〕 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

午後３時３５分 開  議 

 

○安部春美議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

日程第５ 報第１号令和６年度置賜広域行政事務組合一般会計継続費精算報告書 

の報告について 

 

○安部春美議長 次に、日程第５、報第１号令和６年度置賜広域行政事務組合一般会計継

続費精算報告書の報告についてを議題といたします。 

御質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○安部春美議長 質疑がございませんので、質疑を終結いたします。 

本件は報告事項でありますので、御了承願います。 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

日程第６ 認第１号令和６年度置賜広域行政事務組合一般会計歳入歳出決算外１件 

 

○安部春美議長 次に、日程第６、認第１号令和６年度置賜広域行政事務組合一般会計歳

入歳出決算及び日程第７、認第２号令和６年度置賜広域行政事務組合消防特別会計歳入

歳出決算の２件は、議事の都合により一括議題といたします。 

  この際、理事長から提案理由の説明を求めます。近藤理事長。 
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〔近藤理事長 登壇〕 

〇近藤洋介理事長 ただいま上程になりました認第１号及び認第２号について、一括して

説明いたします。 

  各会計とも、当該決算の詳細につきましては、既に配付しております歳入歳出決算書

及び決算に係る主要な施策の成果報告書、本組合監査委員の決算等審査意見書により、

御了承賜ることとして、以下、その大要のみ説明いたします。 

 はじめに、認第１号令和６年度置賜広域行政事務組合一般会計歳入歳出決算について

説明いたします。 

歳入総額は、５０億６，６１８万９，４８０円であり、令和５年度と比較して、８億

８，６０５万２，５０９円増加しました。 

  主な内容としましては、し尿受入施設整備事業において、工事年度割により、分担金

及び負担金が増加するとともに、千代田クリーンセンター焼却施設延命化事業により組

合債が増加しました。 

  歳出総額は、４９億３，９４９万１，２１０円であり、令和５年度と比較して、８億

４，９５７万２，３６０円増加しました。 

  主な内容としましては、第２款総務費では、広域交流拠点施設の維持管理などのほか、

「遠隔自治体間連携」として、圏域と東京都港区による地域創発プラットフォーム「お

きたま×みなと開港プロジェクト」を展開し、事業を推進するとともに、置賜広域ふる

さと市町村圏基金の運用益を活用し、圏域内外の方に置賜地域の魅力発信、新たな出会

いの場の提供、プロジェクトに関わる方の実施事業を後押しする「置賜地域づくり、お

きたまのわプロジェクト」事業に取組んだところであります。 

  また、電算共同処理として、米沢市ほか２市４町のコンピュータ利用による行政事務

の共同化により、効率化を図ったところであります。 

  第３款民生費では、養護老人ホーム南陽やすらぎ荘の適正な維持管理を推進するため、

指定管理者のノウハウを活かしながら、入所生活の充実に資する事業を実施するなど、

適切な処遇に努めたところであります。 

  第４款衛生費では、各クリーンセンターにおいて、適正処理を推進するため、整備計

画に基づく施設の補修を行ったほか、各事業で必要最小限の設備、機器の補修工事等を

計画的に実施するとともに、長井クリーンセンター粗大ごみ処理施設では、令和５年度

に故障した破砕機設備復旧工事、千代田クリーンセンター焼却施設では、２号炉ボイラ

ー水管更新工事を実施し、施設の保全管理及び安定稼働に努めたところであります。 

  また、整備事業に関しては、し尿受入施設整備として、米沢及び南陽クリーンセンタ

ーのし尿処理施設が老朽化していることから両施設を廃止し、新たに米沢浄水管理セン

ター敷地内に、令和７年度より供用を開始する、し尿受入施設を整備するため、建設工

事を推進するとともに、令和７年２月から中田クリーンセンターの仮稼働を行ったとこ

ろであります。 

  次に、認第２号令和６年度消防特別会計決算について説明いたします。 

  歳入総額は、２６億５２９万１，３８２円であり、令和５年度と比較して、４億 

３，９５８万５，１６０円減少しました。 

  主な内容としましては、高機能消防指令センター総合整備が終了したことから、組合

債が減少しました。 
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  歳出総額は、２５億７，３５９万２，７４０円であり、令和５年度と比較して、４億 

３，０４９万２，７３０円減少しました。 

  主な内容としましては、圏域住民の安全、安心を守るため、消防、救急活動を遂行す

るとともに、高規格救急自動車３台及び水槽付き消防ポンプ自動車を整備したところで

あります。 

  また、令和６年４月１日から置賜地域消防通信指令事務協議会による通信指令業務の

共同運用を開始したところであります。 

  以上が一般会計及び消防特別会計の決算の概要であります。 

  提案いたしました各議案について、よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い

申し上げ、提案理由の説明といたします。 

○安部春美議長 続いて、決算の概要について説明を求めます。本間会計管理者。 

〔本間会計管理者 登壇〕 

○本間加代子会計管理者 私から認第１号令和６年度置賜広域行政事務組合一般会計歳入

歳出決算及び認第２号令和６年度置賜広域行政事務組合消防特別会計歳入歳出決算の 

２会計につきまして、その概要を御説明いたします。 

 はじめに、認第１号令和６年度置賜広域行政事務組合一般会計歳入歳出決算ですが、

決算書の１ページ、２ページを御覧ください。 

 １ページの合計欄ですが、歳入の予算現額５１億６６７万９，２６６円につきまして

は、前年度と比べて５億７１８万８，４４４円の増となりました。この予算現額は、当

初予算額４６億５，５３３万９千円に、補正予算額５，３７５万３千円を増額し、さら

に令和５年度からの繰越予算額３億９，７５８万７，２６６円を加えたものです。 

 調定額は５０億６，６５０万４５１円で、これに対する収入済額は５０億６，６１８万

９，４８０円であり、前年度に比べて８億８，６０５万２，５０９円の増となりました。 

 この結果、予算現額に対する収入率は９９．２％、調定額に対する収入率は 

９９．９９４％となっております。 

 前年度に比べて、収入減となった科目及び減少額は、７款諸収入が１億８１６万 

４，２０８円、５款繰入金が４，６２２万３，９７１円、２款使用料及び手数料が 

２，１２７万５，４３１円、６款繰越金が１，３２７万６，０３５円であります。 

 一方、収入増となった主な科目及び増加額は、１款分担金及び負担金が９億 

７，５３３万３，０８６円、８款組合債が９，６９０万円、４款財産収入が２７４万 

２，５６８円です。 

 次に、不納欠損額ですが、１，１５０円で全額衛生手数料です。前年度と比較して、

１，１５０円の皆増となっております。 

 次に、収入未済額は３０万９，８２１円で、全額衛生手数料であり、前年度と比較し

て、６万２，８３０円の増となっております。以上が歳入の概要です。 

 続いて歳出に移ります。決算書の３ページ、４ページを御覧ください。 

支出済額は、４９億３，９４９万１，２１０円で、予算現額５１億６６７万９，２６６

円に対する執行率は９６．７％となり、前年度に比べて８億４，９５７万２，３６０円

の増となりました。 

  前年度に比べて、支出減となった主な科目及び減少額は、６款公債費が１，４２２万

８，１３１円、２款総務費が８３４万９，２０８円であります。一方、支出増となった
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科目及び増加額は、４款衛生費が８億７，２４３万８，２４２円、１款議会費が６６万

６，１８２円です。 

以上の結果、収支状況ですが収入済額５０億６，６１８万９，４８０円から支出済額

４９億３，９４９万１，２１０円を差し引いた歳入歳出差引残額は１億２，６６９万

８，２７０円となり、令和７年度に繰り越しました。 

  なお、令和６年度から令和７年度へ繰り越すべき財源がございませんので、この額が

実質収支額となり、前年度より３，６６６万７，４１５円の増となりました。 

  以上が一般会計の概要です。 

 次に、認第２号令和６年度置賜広域行政事務組合消防特別会計歳入歳出決算です。決

算書の５ページ、６ページを御覧ください。 

  歳入ですが、収入済額は２６億５２９万１，３８２円で、調定額と同額です。収入の

主なものは、１款分担金及び負担金です。 

  次に歳出ですが、支出済額は２５億７，３５９万２，７４０円で、予算現額２５億

９，８７１万１千円に対する執行率は９９％です。 

  以上の結果、収支状況ですが、収入済額２６億５２９万１，３８２円から支出済額

２５億７，３５９万２，７４０円を差し引いた歳入歳出差引残額は３，１６９万８，６４２

円となり、令和７年度に繰り越しました。 

  なお、令和６年度から令和７年度へ繰り越すべき財源がございませんので、この額が

実質収支額となり、前年度より９０９万２，４３０円の減となりました。 

  以上が認第１号置賜広域行政事務組合一般会計歳入歳出決算及び認第２号置賜広域行

政事務組合消防特別会計歳入歳出決算の概要であります。事業及び金額の詳細につきま

しては、歳入歳出決算事項別明細書及び主要な施策の成果報告書などを御覧いただきた

いと思います。私からの説明は以上です。 

○安部春美議長 続いて、監査委員から審査結果の概要について報告を求めます。吉田代

表監査委員。 

〔吉田代表監査委員 登壇〕 

○吉田正幸代表監査委員 私から決算審査の結果について、御報告申し上げます。 

最初に、議員並びに執行部各位におかれましては、決算等審査意見書１ページを御覧

願います。審査の対象は、令和６年度置賜広域行政事務組合一般会計及び消防特別会計

決算でございます。審査の期間は、令和７年８月４日から９月３０日までの間、本組合

監査基準に基づき、関係施設において、各会計関係諸帳簿や出納書類の照合を行うとと

もに、所属長及び関係職員からの説明を求め審査を実施いたしました。 

 それでは、審査の結果について申し上げます。各会計の決算の係数は正確で、関係法

令に準拠して処理されており、予算の執行及び会計処理等についても適正と認められま

した。詳細につきましては、本意見書のとおりでございますので、御確認ください。 

なお、本意見書２２、２３ページに記載の意見・要望についてのみ抜粋して申し上げ

ます。 

はじめに、一般会計でありますが、米沢クリーンセンターと南陽クリーンセンターを

統廃合する「し尿受入施設整備事業」が完了し、令和７年度から本格的に新施設が稼働

することから、これまで以上に圏域住民の生活環境に配慮した効率的かつ安定的なし尿

処理が図られるよう期待するものであります。 
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  また、長井・千代田の各クリーンセンターにおいては延命化事業が行われており、今

後も設備の更新等で歳出の増加が見込まれることから、行政課題や事業の必要性を的確

に把握し、住民目線に立った費用対効果を主眼とした、適正かつ効果的な行政財運営に

努めるよう要望するものであります。 

続いて、消防特別会計でありますが、令和６年度から、西置賜行政組合との通信指令

の共同運用が開始され、災害発生時の情報の一元化や相互応援による災害対応力の向上

をはじめ、指令業務の専従化や人員の効率化による組織対応の強化に加え、維持管理費

用等の削減が図られております。今後は、より高度で専門的な研修等を行い、さらなる

住民サービスの維持・向上に努めていただくよう要望するものであります。 

また、近年は異常気象による自然災害が多発している中において、消防救急業務の使

命は、圏域住民一人ひとりの安全で安心な暮らしの構築であり、これまで培ってきた消

防組織の歴史等を踏まえ、さらなる消防救急体制の強化を期待するものであります。 

 最後に、総括でありますが、構成市町においては、人口減少や少子高齢化問題等を抱

える中で、ますます厳しい財政運営になっていくことが予想されます。 

 本組合においては、市町分担金が歳入の大半を占めていることから、最少の経費で最

大の効果を挙げるため、職員一人ひとりが慣例に捉われない柔軟な発想と創意工夫をも

ち、社会経済情勢の変化を的確に把握するとともに、事務事業の優先度、経済性等に留

意した財政運営に取り組む必要があります。また、令和５年度から１０か年計画として

策定された広域行政事務推進基本計画に基づき、限られた人的及び物的資源を活用しな

がら、より一層、効率的、安定的かつ将来を見据えた組合運営と行政サービスのさらな

る向上を期待するものであります。 

以上、各会計の決算審査の報告といたします。 

○安部春美議長 以上、提案のありました２件について、御質疑ございませんか。 
〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○安部春美議長 質疑がございませんので、質疑を終結いたします。 

これより討論に入りますが、通告がございませんので、討論を終結し、採決いたしま

す。 

  お諮りいたします。 

  認第１号及び認第２号を認定するに御異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○安部春美議長 御異議なしと認めます。 

よって、認第１号及び認第２号は認定することに決まりました。 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

日程第８ 議第１８号交通事故に基づき生じた損害賠償の額の決定及び和解につ 

いて 

 

○安部春美議長 次に、日程第８、議第１８号交通事故に基づき生じた損害賠償の額の決

定及び和解についてを議題といたします。 

 この際、理事長から提案理由の説明を求めます。近藤理事長。 
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  〔近藤洋介理事長 登壇〕 

○近藤洋介理事長 ただいま上程になりました、議第１８号交通事故に基づき生じた損害

賠償の額の決定及び和解についてでありますが、令和６年１０月１２日、米沢市大字大

沢地内において、傷病者を搬送中の救急車両が横転した交通事故に基づき生じた損害賠

償について、その額を５８２万３，９６２円に決定し、和解するため、地方自治法第 

９６条第１項第１２号及び第１３号の規定により提案するものであります。 

  よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたし

ます。 

○安部春美議長 ただいまの説明に対し、御質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○安部春美議長 質疑がございませんので、質疑を終結いたします。 

これより討論に入りますが、通告がございませんので、討論を終結し、採決いたしま

す。 

  お諮りいたします。 

  議第１８号を原案のとおり決するに御異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○安部春美議長 御異議なしと認めます。 

よって、議第１８号は原案のとおり決まりました。 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

日程第９ 議第１９号置賜広域行政事務組合火災予防条例の一部改正について 

 

○安部春美議長 次に、日程第９、議第１９号置賜広域行政事務組合火災予防条例の一部

改正についてを議題といたします。 

  この際、理事長から提案理由の説明を求めます。近藤理事長。 

  〔近藤洋介理事長 登壇〕 

○近藤洋介理事長 ただいま上程になりました、議第１９号置賜広域行政事務組合火災予

防条例の一部改正についてでありますが、林野火災に関する注意報及び警報の的確な発

令等により林野火災予防の実効性を高める目的から、所要の改正を行うため提案するも

のであります。 

  よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたし

ます。 

○安部春美議長 ただいまの説明に対し、御質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○安部春美議長 質疑がございませんので、質疑を終結いたします。 

これより討論に入りますが、通告がございませんので、討論を終結し、採決いたしま

す。 

  お諮りいたします。 

  議第１９号を原案のとおり決するに御異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○安部春美議長 御異議なしと認めます。 
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よって、議第１９号は原案のとおり決まりました。 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

日程第１０ 議第２０号令和７年度置賜広域行政事務組合一般会計補正予算 

（第２号）外１件 

 

○安部春美議長 次に、日程第１０、議第２０号令和７年度置賜広域行政事務組合一般会

計補正予算（第２号）及び日程第１１、議第２１号令和７年度置賜広域行政事務組合消

防特別会計補正予算（第１号）の議案２件は、議事の都合により一括議題といたします。 

  この際、理事長から提案理由の説明を求めます。近藤理事長。 

  〔近藤洋介理事長 登壇〕 

○近藤洋介理事長 ただいま上程になりました、議第２０号及び議第２１号について、一

括して説明いたします。 

 はじめに、議第２０号令和７年度置賜広域行政事務組合一般会計補正予算（第２号）

でありますが、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ４５４万３千円を追加し、補

正後の予算総額を４６億１，８０６万２千円とするとともに、財務会計システム導入・

運用・保守管理業務について、令和７年度から令和１３年度まで債務負担行為を設定し、

限度額を１，９４５万７千円、浅川最終処分場施設維持管理業務について、令和７年度

から令和１２年度まで債務負担行為を設定し、限度額を１億６，６７２万１千円とする

ものであります。 

  また、ごみ処理施設整備事業債の借入限度額について、４，２５０万円を減額し、

２億８，３３０万円、し尿処理施設整備事業債の借入限度額について、２，４７０万円

を減額し、４億１，６６０万円とするものであります。 

  歳出でありますが、各款においては、人事異動及び令和６年人事委員会勧告に伴う人

件費の補正に加え、ごみ搬入量等の実績による分担金の精算、前年度繰越金を予算化す

るほか、衛生費では、千代田クリーンセンターの証紙（指定ごみ袋）製作に係る消耗品

費及び焼却施設の工事請負費の契約差額、施設整備費において、米沢クリーンセンター

解体事業の契約差額を減額する一方、中田クリーンセンター費で、米沢及び南陽クリー

ンセンター廃止に伴う前年度繰越金の返還、長井クリーンセンター中継施設及び小国中

継施設の維持補修費を増額するものであります。これらに伴う財源でありますが、前年

度繰越金を増額し、分担金及び負担金、使用料及び手数料、組合債を減額するものであ

ります。 

  次に、議第２１号令和７年度置賜広域行政事務組合消防特別会計補正予算（第１号）

でありますが、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ６，３７４万２千円を追加し、

補正後の予算総額を２８億６９９万３千円とするとともに、財務会計システム導入・運

用・保守管理業務委託について、令和７年度から令和１３年度まで債務負担行為を設定

し、限度額を８８７万９千円、救助工作車購入について、限度額を１億８，２１０万円

とするものであります。 

  また、消防施設整備事業債の借入限度額について、２０万円を減額し、２億２，９７０

万円とするものであります。 

  歳出でありますが、消防費及び通信指令共同運用事業費において、人事異動及び令和
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６年人事委員会勧告に伴う人件費の補正に加え、前年度繰越金を予算化するほか、消防 

施設整備事業費では、工事請負費の契約差額を減額する一方、消防費では、衛星通信シ 

ステム第３世代化工事に伴う負担金、高畠消防署の工事請負費、公債費では、財源組替、

借入額及び借入利子の確定に伴う増額を行うものであります。 

  これらに伴う財源でありますが、分担金及び負担金、前年度繰越金を増額し、組合債

を減額するものであります。 

  以上、提案いたしました各議案について、よろしく御審議の上、御賛同賜りますよう

お願い申し上げ、提案理由の説明といたします。 

○安部春美議長 ただいまの説明に対し、御質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○安部春美議長 質疑がございませんので、質疑を終結いたします。 

これより討論に入りますが、通告がございませんので、討論を終結し、採決いたしま

す。 

  お諮りいたします。 

  議第２０号及び議第２１号の議案２件を原案のとおり決するに、御異議ございません

か。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○安部春美議長 御異議なしと認めます。 

よって、議第２０号及び議第２１号の議案２件は原案のとおり決まりました。 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

  閉    会 

 

○安部春美議長 以上をもちまして、本定例会に付議されました案件は、全て議了いたし

ました。 

  これをもちまして、令和７年１１月置賜広域行政事務組合議会定例会を閉会いたしま

す。 

  おつかれさまでした。 

 

午後４時００分 閉  会 
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